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原子力安全部会セッション 
 

SMR 等革新炉の安全と安全規制について ―今後の取組― 
Safety of Advanced and Innovative Nuclear Reactors and the Preparation of Regulatory Infrastructure  

– future Initiatives – 

（4）小型モジュール炉に係る諸外国の規制動向 

(4) Regulatory Trends on SMRs in other countries 
＊鈴木 清照 1 

1三菱総合研究所 
 
1. はじめに 
 近年、原子力導入国を中心に、小型モジュール炉（Small Modular Reactor。以下、「SMR」という。）を含む

先進炉の開発が加速しており、現状 50 以上の SMR が開発中であるとされている。SMR はその名の通り、核

分裂を起こす炉心やタービンに蒸気を送るシステムなどを、小型の発電モジュールに一体で納めたものであ

り、1 モジュールあたりの電気出力は 5 万 kW、モジュールの高さは 20～30 メートル程度のものが多い。そ

の開発目的は、開発国や企業によっても様々であるが、太陽光や風などの強さに左右される再生可能エネル

ギーの出力変動に対する調整電源や、電力供給網が未発達の地域の電源として、分散配置する使い方が念頭

に置かれているだけなく、海水脱塩や、産業熱利用等のアプリケーションの他、既存の石炭火力発電の置き

換え等の用途も検討されている。 
このような SMR については、従来炉にはない多くの特徴を有しており、主に大型軽水炉を想定した現行規

制の枠組みをそのままでは適用できない、もしくは適用することが効率的でない場合もあり、各国の規制機

関では SMR 等の先進炉に関する安全規制についての議論が活発に行われている。 
本稿では、先進炉の中でも特に SMR を取り上げ、その特徴を概観するとともに、SMR に関する諸外国に

おける規制動向を整理し、将来の我が国における先進炉等に関する安全評価や安全規制に関する共通課題の

抽出、その課題解決等に関して、示唆を与えることを目的とする。 
 
2. 小型モジュール炉の概要 
2-1. 小型モジュール炉の特徴 

SMR の代表的な特徴として、一般的に以下が挙げられる。 
 
 電気出力 30 万 kW 以下 
 電力需要に応じて、モジュール数で出力を変更可能 
 モジュールは工場で製造し、設置サイトまでトラック等で輸送可能 
 現地で組み上げることで、工期の短縮、初期コストの抑制が可能 
 出力が小さく、冷却機能喪失時に、自然冷却による炉心冷却が可能 
 
開発が進められている SMR としては、既存の軽水炉技術を活用した軽水炉タイプの他、高温ガス冷却炉、

液体金属高速炉、溶融塩炉等様々であり、上記の一般的な特徴の他、炉型に応じた固有の特徴を有している。 
また、特に SMR の安全規制に関する特徴としては、以下が挙げられる。 
 
 施設の大きさ：小さな炉心出力（小さな崩壊熱、高い安定性等）、小さなプラント設置面積、等 
 新しい技術の採用：受動的冷却系（自然循環冷却、重力駆動）、一体設計、特有の燃料設計、等 
 モジュール設計：シンプルな設計、隣接モジュールによる影響、複数モジュールの同時監視、等  
 輸送・設置：地下・洋上・水中等の様々な設置場所、モジュールの輸送・燃料交換、等 
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2-2. 小型モジュール炉の開発状況 
SMR は、世界的には、特に原子力導入国を中心に、脱炭素に向けたエネルギー供給手法の打ち手として注

目されており、米国、カナダ、英国、ロシア、中国等を中心に開発競争が加速しているとともに、中東や東

南アジア等では導入検討が行われている。ロシア、中国では国が主導して開発を進めており、ロシアでは海

上浮揚式の SMR が商業運転を開始し、中国では高温ガス炉タイプの SMR 実証炉の建設が進められている。

一方で、強力な政府の支援等を背景に、産業界を中心に開発が進められているのが、米国、カナダ、英国等

であり、特に米国においては、NuScale Power 社が SMR として初の設計認証（DC）申請を米原子力規制委員

会（NRC）に提出し、その承認が 2020 年 9 月に見込まれているなど、開発競争では一歩リードしている。 
 
3. 小型モジュール炉の規制・許認可について 
3-1. 小型モジュール炉の規制に関する国際的な動き 

各国で開発が進められている SMR であるが、従来炉にはない特徴を有していることもあり、その安全規制

や、許認可対応においては、国際的にも様々に議論がなされている。国際原子力機関（IAEA）においては、

開発国の規制当局を中心に、各国の SMR 規制に関する知見と経験を共有することを目的に、2015 年に SMR 
Regulator’s Forum を結成し、Pilot Project を立ち上げ、SMR の規制上の課題の特定・理解に努めている。また、

2018 年には、元 NRC 委員長の Meserve 氏が、IAEA の天野事務局長（当時）に対してレターを送付し、SMR
等の先進炉の規制のあり方を提言するなど、SMR 等の新しい技術に関する安全規制について、積極的な議論

がなされている。これらの議論において、基本的には従来の規制枠組みを大きく変更することは不要である

とする一方で、従来炉より安全性が高いとされる SMR の特徴を踏まえた合理的な規制を望む声が見られて

いる。 
 

3-2. 諸外国における小型モジュール炉の許認可状況 

本項では、SMR の許認可活動が積極的に進められており、適切な情報公開等がなされている、米国とカナ

ダを対象に、現状の SMR に関する許認可状況を概観する。 
米国においては、上述したように、NuScale Power 社が 2016 年 12 月に DC 申請を行っており、2020 年 9 月

頃の承認が見込まれている。また、テネシー渓谷開発公社（TVA）により、クリンチリバーサイトを想定した

早期サイト許可（ESP）申請が 2016 年 5 月に申請されており、2019 年 12 月に発行が承認されている。その

他、複数の開発ベンダーが、規制当局と申請前の許認可活動を進めており、規制当局と開発事業者、もしく

は将来の運転事業者とのコミュニケーションを図りながら、許認可活動を進めている。 
カナダについても同様であり、ベンダー設計認証（VDR）と呼ばれる取り組みを中心に、Terrestrial Energy

社等の複数の開発企業が規制当局との対話を進めており、正式な許認可活動の前に許認可上の大きなリスク

の有無等について認識を合わせたうえで、対応が進められている。 

 

4. 小型モジュール炉の安全規制について 

以下では、特に米国における SMR の安全規制に関して、規制枠組みの構築プロセスを整理する他、SMR
の安全規制におけるトピックを 3 つ取り上げ、概観する。 
 

4-1. SMR における規制枠組みの議論プロセス 

米国においては、2008 年頃、産業界から先進炉に関する許認可申請提出の意向が示されたことを受け、2010
年頃に、NRC により、早期に解決すべき規制課題が整理された。以降、例えば、SMR における緊急時計画区

域（EPZ：Emergency Planning Zone）の設定に関しては、2013 年には産業界を代表して NEI が White Paper を
作成し、規制当局とのやり取りを経て、2017 年には NRC が規制基盤案を策定しており、2020 年 5 月には規

則案が発行されている。このように、産業界の開発の動きと連動する形で、規制枠組みの整備が進められて

おり、産業界の動きから大きく遅れることなく、規制枠組みの構築が行われていることがわかる。 
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4-2. SMR の安全規制事例 
4-2-1. EPZ の適正化  

TVA により提出された ESP において、半径 10 マイルの EPZ を必要とする現行の NRC 規則の適用免除を

申請しており、この上で、（a)サイト境界内、(b)半径 2 マイル、の 2 ケースの EPZ を提案している。これは、

現行の EPZ の設定に関する考え方を踏襲しつつ、確率論的リスク評価（PRA）を適用した手法により、SMR
の特徴に基づく EPZ の縮小の妥当性を説明した結果であり、NRC としても、このアプローチは有効としてい

る。現状は、このアプローチを規則に取り込むための議論を継続している。 
 
4-2-2. 安全系の電源の取り扱い 

NuScale Power 社が、DC 申請とは別に、2017 年に提出した Topical Report において、同社が開発している

SMR においては、安全系に相当する電源（Class 1E 電源）が不要としており、これが NRC に承認された。こ

れは、電源に依存する安全系設備を有していないのであれば、Class 1E 電源も不要との NuScale Power 社の主

張が認められたものであり、SMR の安全性、設計のシンプルさを示す一つの事例といえる。 
 

4-2-3. ソースタームの評価手法 

SMR のソースタームに関する議論については、すでに DC を申請している NuScale Power 社等と規制当局

との対話を通じて議論が継続されている。基本的には、ソースタームの評価に関して、現行の規制基準の変

更は不要との方向性で議論されており、現行の規制基準の考え方を踏襲することとなる。ただし、現行の規

制基準を採用すると過度に保守的な評価となるため、SMR の有する特徴である、低出力や、閉じ込め性能、

限定的な放出経路等を考慮する Mechanistic Source Term を適用することで、より適切に評価を行う方向で議

論が進められている。 

 

5. まとめ 

本稿では、SMR の開発が世界で進められている状況を整理するとともに、特に従来炉とは異なる特徴を有

する SMR に関する許認可対応状況や、その中で議論されている安全規制に関する特徴的な事例について概

観した。特に、米国における SMR の安全規制については、産業界からの許認可申請の意向表明を契機とし、

規制当局と産業界でコミュニケーションを図りながらルールの策定に取り組み、既存の規制要求の変更は不

要とする方向性で議論を継続している。このような議論の中で、SMR の安全性の高さ等の特徴を踏まえ、最

新の知見やツールも活用した新たな手法を模索しつつ、産業界と規制当局が一体となり、双方にとって合理

的な規制枠組みを目指していることを示した。 
 

※本稿は 2020 春予稿からの転載（一部更新）となります。 
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